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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                            委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２２年９月１２日（日） １１時１１分ごろ 

発生場所 滋賀県琵琶湖南西部北比良沖  

滋賀県大津市所在の北比良会館四等三角点から真方位０６８°９８０ｍ

付近 

（概位 北緯３５°１３.５′ 東経１３５°５７.６′） 

事故調査の経過  平成２２年９月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ せんたくまんじゅう２５０ＸＩ、０.１トン 

 ２５０－５４２１０滋賀、個人所有 

 ２.８５ｍ（Lr）×１.０６ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１８８kＷ、平成２１年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３２歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２２年６月１４日 

  免許証交付日 平成２２年６月１４日 

         （平成２７年６月１３日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、後部座席に同乗者２人（以下、中央に

座った同乗者を「同乗者Ａ」、最後部に座った同乗者を「同乗者Ｂ」とい

う。）を乗せて琵琶湖南西部の北比良の湖岸から遊走することとした。 

 船長は、本船を発進させる際、同乗者に「行くよ」と声掛けをすると同

乗者Ｂが「オッケー」と言ったので、本船後部のグリップハンドル等をつ

かんでいるものと思い、スロットルを回したところ、平成２２年９月１２

日１１時１１分ごろ同乗者Ｂが落水した。 

船長は、すぐに同乗者Ｂが落水したことに気付き、落水場所に引き返し

て同乗者Ｂが負傷したことを知り、１１９番に通報した。 

船長は、同乗者Ｂが落水した際、船体又は湖底の石に頭を打って負傷し

たものと思った。 

同乗者Ｂは、救急車で病院に搬送され、後頭部切創と診断された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

 その他の事項 船長、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、同じグループで琵琶湖の北比良の湖岸

に遊びに来ていた。 
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 本船の船体後部には、フックのような突起物が取り付けられていた。 

船長、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

船長は、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが水上オートバイの乗船経験があると聞

いていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は琵琶湖南西部の北比良の湖岸から発進す

る際、船長が、発進することを告げたところ、同

乗者Ｂから応答があり、発進したが、同乗者Ｂ

が、本船のグリップハンドル等をつかんでいなか

ったことから、落水して負傷した可能性があると

考えられる。 

同乗者Ｂは、落水した際、船体後部の突起物又

は湖底の石に後頭部が当たって負傷した可能性が

あると考えられるが、いずれにより負傷したかを

明らかにすることはできなかった。 

船長は、同乗者Ｂが水上オートバイの乗船経験

があると聞いていたことから、発進する際、同乗

者Ｂの応答を聞き、本船のグリップハンドル等を

つかんでいると思い、発進した可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、本船が琵琶湖南西部の北比良の湖岸から発進する際、船長

が、発進することを告げたところ、同乗者Ｂから応答があり、発進した

が、同乗者Ｂが、本船のグリップハンドル等をつかんでいなかったため、

落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船長は、発進する際、同乗者が振り落とされることがないよう、しっ

かりとグリップハンドル等につかまることなどの注意を与え、乗船姿

勢を確認すること。 

 




